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講師紹介

吉澤 剛

FAAS事業部（財務会計アドバイザリーサービス）
ガバメント・パブリックセクター マネージャー

経歴

• 1996年 慶應義塾大学理工学部物理学科 卒業

• 1999年 東京大学大学院総合文化研究科 修士課程修了
（科学史・科学哲学専攻）

• 2008年 サセックス大学科学政策研究ユニット 博士課程修了
（科学技術政策博士）

専門分野等

• 1999年から2001年まで三井情報開発㈱総合研究所において、生命倫理
に関わる社会的合意形成、情報通信分野における研究開発評価に関する
調査などに携わる。

• 2008年から2011年まで東京大学公共政策大学院において特任研究員・
講師を務め、先進技術の社会的影響に関する研究開発プロジェクトに従事。

• 2012年から2018年まで大阪大学大学院医学系研究科准教授として、科
学技術政策や生命倫理に関する幅広い研究実践に携わる。

• 2020年より現職。環境・エネルギーから生命科学・医療、人工知能まで幅広
い分野に関して研究者や実務家と協働しながら、社会のための研究・イノベー
ションを促進してきている。NPOや市民社会組織との関わりも深い。専門は責
任ある研究・イノベーション（RRI）、先進技術の倫理的・法的・社会的影
響（ELSI）、トランスディシプリナリー研究評価・マネジメントなど。

主な実績

• 国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED） 「企業における研
究公正実態調査」（2024年度）リーダー

• 私立文系大学C「大学における研究体制の充実に係る支援業務」 （2023
年度）

• 国立研究開発法人科学技術振興機構 社会技術研究開発センター
（JST/RISTEX）「トランスディシプリナリー研究における研究公正に関する
調査」（2023年度）リーダー

• 国立研究開発法人科学技術振興機構 社会技術研究開発センター
（JST/RISTEX）「ゲノム合成技術の ELSI 論点ワークショップ等の実施に
関する企画、運営、とりまとめ業務」（2023年度）リーダー

• 国立研究開発法人科学技術振興機構 社会技術研究開発センター
（JST/RISTEX）「ELSI プログラム2023年度プログラム活動にかかる言説
化の取り組み及びCreative支援業務」（2023年度）リーダー

• 国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED） 「令和4年度臨床
研究等に対する国民・患者の理解・参画促進に関する動向調査」（2022
年度）リーダー

• 国立研究開発法人科学技術振興機構「新興技術の研究開発にかかる研
究倫理審査の動向調査」（2020年度）リーダー 他多数
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1-1. 一般の利益相反マネジメント
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(ア)広義の利益相反

狭義の利益相反（イ）と責務相反

（ウ）の双方を含む概念。

利益相反とは

1-1. 一般の利益相反マネジメント

*狭義の利益相反と責務相反の異同： どちらも大学における責任の遂行が問題となる点では同じであるが、その要因が「企業等から得る利益」である場合には狭義の利益相反、「企業等に
対して負う責任（責務）」である場合には責務相反、と区別することができる。

「文部科学省 利益相反ワーキング・グループ報告書」より加工して作成

利益相反（広義）(ア)

利益相反（狭義）(イ)

責務相反 (ウ)

個人としての利益相反 (エ)

大学（組織）としての利益相反 (オ)

(イ)狭義の利益相反

教職員又は大学が産学官連携活

動に伴って得る利益（実施料収入、

兼業報酬、未公開株式等）と、

教育・研究という大学における責任

が衝突・相反している状況。

(ウ)責務相反

教職員が主に兼業活動により企業

等に職務遂行責任を負っていて、

大学における職務遂行の責任と企

業等に対する職務遂行責任が両立

しえない状態。

(エ) 個人としての利益相反

狭義の利益相反のうち、教職員個

人が得る利益と教職員個人の大学

における責任との相反

(オ)大学（組織）としての利益相反

狭義の利益相反のうち、大学組織が

得る利益と大学組織の社会的責任

との相反
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利益相反と責務相反

1-1. 一般の利益相反マネジメント

組織の役員・職員が複数の団体や職務を兼任することにより、当該組織への「専念義務」や「忠実義務」
の履行が困難になる状況。主に時間や労力の配分、職務遂行上の優先順位に関する問題

責務相反（COC: Conflict of Commitment）

利益相反（COI: Conflict of Interest）

個人や組織が得る利益と組織における責任が衝突・相反している状況。金銭的な取引に焦点

• 専念義務
組織の役員や職員が担当する職務に集中し、組織や組織以外の活動に時間を費やさないようにする義務

• 忠実義務

組織の役員などが組織の利益を最優先し、法令や定款、総会決議などを遵守して誠実に職務を遂行する義務であり、
適切な注意を払って職務を遂行する「善管注意義務」の一種
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利益相反の状態とは

1-1. 一般の利益相反マネジメント

要件① 産学連携活動を行っている

• そもそも産学連携活動の推進に起因する問題である。

• 産学連携活動に関係しない利益相反は対象としない。

【例】 印税収入、民間病院での診療による収入など

要件② 私的利益がある

• 個人的な経済的利益が主なもの。

• ただし、臨床研究や厚生労働科学研究に係る利益相反にお
いては、寄付金や共同研究等の外部資金も研究にバイアスを
かける可能性があるとして私的利益と同様にモニタリングの
対象に含める傾向にある。

一般的には個人的な経済的利益があるケースを問題にすることが多い
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▶ 兼業

▶ 学術指導

▶ 技術移転（個人帰属）

産学連携活動とは

1-1. 一般の利益相反マネジメント

対価（現金、株式、新株予約権等）が利益相反の状態を生む

産学連携活動 知の移転活動

大学

教職員

対価

企業

▶ 共同研究

▶ 受託研究

▶ 技術移転（大学帰属）

大学の
活動

個人の
活動
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利益相反マネジメントの目的

1-1. 一般の利益相反マネジメント

産学連携活動を行うことは重要

利益相反の状態は産学連携活動を行う場合に必ず発生
（株式保有、役員兼業、共同研究等）

利益相反の状態は社会から疑念を持たれる可能性があるため、
先生が大学の職務を果たしていることを大学が説明する必要がある

利益相反マネジメントを実施

大学の社会的信頼の確保

産学連携活動に取り組む教職員の保護

➡教職員が産学連携活動に安心
して取り組むための重要な前提
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利益相反マネジメントの方法

1-1. 一般の利益相反マネジメント

利益相反マネジメントは、

Potential の状態を把握し、

Actual の状態を回避・解消し、

Appearance の状態が発生したときに、問題が発生していな

い旨を社会に対して十分に説明できるよう準備しておくことである。

Potential
利益相反の状態があること

Actual
実際に利益相反の問題が

生じている状態

Appearance
実際に生じているか否かにかかわらず、
社会から利益相反の問題が生じている

のではないかと見られる状態
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利益相反により生じうる問題

1-1. 一般の利益相反マネジメント

研究における問題 教育における問題 取引等における問題

• 研究結果にバイアスが持ち込まれる

• 研究成果の公表時期を恣意的に
遅らせる

• 特定の企業に不利な研究成果を
公表しない

• 極端に特定の企業に寄った研究
を行う

• 兼業先の事業活動のため休講と
なり、教育がおろそかになる

• 学生を教職員の会社等において
無償又は低廉な対価で使用する

• 学生の教育を受ける権利や研究
等への参加の自由を阻害する

• 大学の立場と兼業先の立場との
切り分けが曖昧になる（成果帰
属、責務相反）

• 研究成果の帰属に関して、関連
する企業等を不当に優遇する

• 大学にとって不要又は不利な契
約（物品購入等）を締結する

• 法人の資産（施設、設備等）を
無償提供する
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1-2. 個人の利益相反
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個人の利益相反の定義

1-2. 個人の利益相反

「大学における利益相反を学ぶ-利益相反研修用テキスト ｰ 新谷由紀子・菊本虔著 筑波大学」を加工して作成

個人としての
利益相反

教職員が企業等から得る利益（実施料収入、兼業報酬、株式等）又は企業等に負っている責任（主に兼業等）
と、大学における当該教職員の責任（教育・研究等）が対立している状況にあることから、研究の客観性又は教育
の公正性に影響を及ぼすこと、又は影響を及ぼすように見えることをいう。

責務相反

教員は、大学の職務に対する第一義的な忠実義務を負い、
教育・研究等に対する時間と知的エネルギーについて責務が
ある。

大学に対する責任と外部活動とのバランスをとろうと努力しても、
時間とエネルギーの配分の問題が生じる。外部活動は、通常、
四半期で13日間を超えないようにする。

兼業規程等で対応

利益相反

利益相反は、個人の私的利益と大学に対する職務上の義務
との間にかい離があって、個人の職務上の行為や決定が個人
の金銭的利害関係等を考慮してなされたのかどうか、独立した
第三者が疑義をもっても当然と思われる場合に生じる。

利益相反は現代の研究大学においてはありふれたことであり、
実際上避けられない。教員が外部活動に参加し、研究の商
業化の結果、コンサルティング料、謝金、ロイヤリティ配分といっ
た報酬を受けることは適切といえるが、自らの大学における活
動の中で行為や決定が私的な金銭的利害関係を考慮してな
されることは誤りである。

利益相反マネジメントで対応

スタンフォード大学の説明
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▍東北大学の事例

個人としての利益相反マネジメントの該当例

1-2. 個人の利益相反

「大学における利益相反を学ぶ — 利益相反研修用テキスト- 新谷由紀子・菊本虔著 筑波大学」を加工して作成

個人としての利益相反マネジメントは、役職員が、次に掲げる行為を行う場合を対象として行う

本学の学生等を社会貢献

活動に従事させる場合

企業等から一定額以上の金銭

若しくは株式等を取得する場合

又は便益の供与を受ける場合

その他、利益相反マネジメント

委員会が認めた場合

企業等から一定額以上の物品、

サービス等を購入する場合

企業及び団体(以下、企業等)

と社会貢献活動を行う場合
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1-3. 組織の利益相反
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組織の利益相反の定義・目的

1-3. 組織の利益相反

組織としての
利益相反

• 大学という学術研究教育機関自身が、民間企業との産学連携活動あるいは出資行為、株式保有等を通じ一定
の利益を獲得することにより、大学として果たすべきミッションや責任に関して当該利益の存在によりバイアスがかかる
のではないか、と納税者である国民や社会が危惧する状況といえます。

【出典】東京医科歯科大学組織としての利益相反マネジメントガイドライン

• 大学組織が享受する経済的利益や、一定の大学を代表する権限の範囲で行動している際に大学を代表する
権限のある者が享受する経済的利益が、大学組織の活動に影響する可能性がある。またはそのように見える状況
を言う。 ＊海外Harvard大学の定義

【出典】明谷早映子（2017）、東京大学の利益相反マネジメント 産学連携学会誌 13(2), 72-79

組織としての
利益相反
管理の目的

• 大学のインテグリティ確保〜大学の信頼を守る。

• 文部科学省科学技術・学術審議会 『大学等における産学官連携活動の推進に伴うリスクマネジメントの在り方に
関する検討の方向性について』（２０１５年７月３日）において、「組織としての利益相反マネジメントについて、
学内での取組方針を定めるべきである。特に、大学経営層（学長、理事レベル等）の理解が必要不可欠であるの
で、そのための方策を検討することも重要である。」 と指摘されている。
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組織の利益相反の該当例

1-3. 組織の利益相反

「東京大学平成 28 年度産学官連携支援事業委託事業 「産学官連携リスクマネジメントモデル事業」
（利益相反マネジメント） 成果報告書」を加工して作成

▍「特定の企業等との経済的利害関係」 に該当する例

• 大学法人が保有する知的財産権の実施により収入を

得ること。

• 大学法人が株式等（株式、新株予約権及び新株

予約権付社債をいう。以下同じ。）を取得すること。

• 大学法人又は部局が共同研究又は受託研究に係る

経費、設備又は消耗品を受け入れること。

• 大学法人又は部局が寄附を受け入れること。

• 役員等が金銭（給与、謝金、原稿料等）若しくは

便益（物品、設備、人員等）を受け入れ、又は株式

等を取得すること。

• その他

少額の共同研究等もしくは寄付等が、直接組織や組織としての意思決定に対して影響を及ぼす可

能性は低いことから、大学全体の活動状況と経済的規模を総合的に考慮して、組織的利益相反管

理の対象とするべき経済的利害関係の金額を一定額以上に設定し、できる限り対象者に明確な基

準を提示することが望ましい。

経済的利害関係
について
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臨床研究法の改正に伴う留意点
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• 平成30年4月1日に施行された臨床研究法では、法施行後5年以内に、法の見直しの検討が求められている。このため、厚生労働省

厚生科学審議会臨床研究部会では令和3年1月から臨床研究等の施策全般の見直しに関する議論を重ねるとともに、関係者及び

関係団体からのヒアリングを実施し、令和4年6月に検討をとりまとめた。

• この結果、臨床研究法における利益相反管理の手順の中で、客観的な確認が困難な点について確認を求める手順があるなど、必ず

しも合理的とは言えない点が認められた。具体的には、所属機関（実施医療機関）における事実確認に際して、当該機関が必ずし

も所属医師等の全ての収入を把握しておらず、自己申告によらざるを得ない場合があり、医療機関によっては実質的な確認が困

難となるなど、医療機関毎に事実確認の程度が異なるとの指摘や、医療機関の管理者等による確認の意義を問う指摘があった。

• これらの指摘や議論を経て、令和7年2月28日に改正規則が公布され、5月31日に改正法が施行された。11月20日に施行された改

正規則よる改正後の臨床研究法施行規則では、臨床研究法におけるSponsorに該当する者として「統括管理者」が定義された。

臨床研究法改正の経緯

2. 臨床研究法改正に伴う留意点

厚生労働省医政局研究開発政策課
「臨床研究法の改正について」
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• 改正前の法制度において多施設共同研究を実施する場合には、各々の実施機関の研究責任医師が当該医療機関における試験の

計画・運営の責任を負っている。

• 改正後は、「研究の計画・運営の責任を負うべき者」（Sponsor）と「研究の実施に責任を有する者」（Investigator）の役割や機能

を分離した上で、研究毎に「試験の計画・運営の責任を負うべき者」を設定し、研究全体の責任を持たせることとする。

研究全体の責任主体概念

2. 臨床研究法改正に伴う留意点

第28回臨床研究部会（令和4年2月17日）資料3
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• 研究責任医師（多施設共同研究の場合は研究責任医師のうちの一人）が統括管理者にもなり、その責務も負う。

• 本体制は、改正前の体制と概ね同じであるが、研究責任医師は統括管理者としての責務と、実施医療機関の研究責任医師としての

責務を別として考える必要がある。

ケース１：統括管理者＝責任研究医師

2. 臨床研究法改正に伴う留意点

単施設研究 多施設共同研究

臨床研究法における統括管理者の導入と今後の体制に関する参考資料 （令和7年5月）
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• 実施医療機関（多施設共同研究の場合は実施医療機関のうちの一）法人が統括管理者となりその責務を法人として負い、医学

的助言を当該法人に属する研究責任医師（又はその他所属する医師等）に求める。

• 本体制では、実施医療機関法人内で法人自体が統括管理者の責務を負うためには、統括管理者、統括管理者の責務を実施する

ための実務者、医学的助言を求める者、決裁が必要な事項の整理に関する規定を置くことを検討し、適切に臨床研究が実施される

体制を構築する必要がある。

ケース２：統括管理者＝実施医療機関法人

2. 臨床研究法改正に伴う留意点

単施設研究 多施設共同研究

臨床研究法における統括管理者の導入と今後の体制に関する参考資料 （令和7年5月）
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• 多施設共同研究グループなど実施医療機関以外の法人・団体が統括管理者になりその責務を負い、医学的助言を当該法人・団体

に属する医師等または研究責任医師に求める。

• 本体制は、実施医療機関以外の法人（臨床研究法上は個人も可能である）において、統括管理者の責務を負うこととなるため、法

人において必要な各責務が適切に実施されるため、2.で記載した内容も含めた規定を新たに作成することが必要と考えられる。

ケース３：統括管理者＝実施医療機関以外の法人・団体

2. 臨床研究法改正に伴う留意点

臨床研究法における統括管理者の導入と今後の体制に関する参考資料 （令和7年5月）
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利益相反管理フロー見直し

2. 臨床研究法改正に伴う留意点

臨床研究法における利益相反管理ガイダンス（令和7年5月）
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• 統括管理者（個人又は法人）自身の利益相反管理については、その類型ごとに以下のように整理される。

統括管理者自身の利益相反管理

2. 臨床研究法改正に伴う留意点

統括管理者の類型 利益相反の申告項目 利益相反の管理基準

個人①

有効性又は安全性を明らかにする医薬品
等の製販等以外の

アカデミア・団体等に属する個人

研究責任医師・研究分担医師
等の利益相反申告と同様に
対応する（様式C及び様式D）

研究責任医師・研究分担医師
等の利益相反申告と同様に
対応する

個人②

製薬企業等に属する個人

── 対象医薬品の製造販売をして

いる製販等の役職員等であること
を開示し、監査を受ける

法人①

アカデミア・団体等

対象医薬品等製造販売業者等
からの寄附金・一般寄附金・
学会等寄附金・学会等共済費
の申告を行う（様式Ｘ）

対象医薬品等製造販売業者等
からの寄附金・一般寄附金・
学会等寄附金・学会等共済費
の年間合計が 1,000万円以上の
場合、開示をし、監査を受ける

法人②

製薬企業等

── 対象医薬品の製造販売をして

いる製販等であることを開示し、
監査を受ける

臨床研究法における利益相反管理ガイダンス
（令和7年5月）に加筆



03

本学の利益相反Web申告システム
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利益相反Web申告システムの更新

3.本学の利益相反Web申告システム





統括管理者を自然人（研究責任医師）とするのは、単施設で比較的規模が
小さく、法人としての意思決定やリスク管理を前面に出さなくてよい場合が典型

統括管理者を法人・団体（実施医療機関法人や学会法人等）とするのは
多施設共同研究や、法人として利益相反やリスクを一括管理したい場合、

または資金の受け皿や契約主体が法人になっている場合が典型

具体的に教員が統括管理者
又は責任医師になる場合が

該当

具体的に大阪医科薬科大学
が統括管理者となる場合が

該当



統括管理者が自然人以外
（法人・団体）の場合に該当

大阪医科薬科大学が統括管理者となる場合で、
統括管理者が様式Xを作成、提出する。

その他の法人・団体が統括管理者の場合で、
本研究に関与する製薬企業等について、大阪医科薬科大学に

寄付された寄附金の合算額をシステム上に入力する。







1.研究インテグリティと
研究セキュリティ 34

2.研究者が適切な申請や報告を
行わない場合 42

3.人や組織の二次的なつながりに
おいてリスクが生じうる場合 48

4.ハードやソフトを通じてリスクが
生じうる場合 50

5.本学における研究インテグリティ
ポリシー 52

6.科研費の応募にかかる手続き 55

研究インテグリティ



研究インテグリティと研究セキュリティ

01
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• 総合イノベーション戦略推進会議（第9回）（令和3年4月27日）において、研究インテグリティの確保に係る政府の対応方針として、

「研究活動の国際化、オープン化に伴う新たなリスクに対する研究インテグリティの確保に係る対応方針について」が決定。これを受けて、

大学・研究機関等ではチェックリストの雛型の作成、公表・配布、説明会やセミナーの開催を通じて、国内外における新たなリスクや対

応取組例の共有等を行い、理解の醸成を促してきたところである。

• 一方、研究セキュリティについてはG7において合意した「研究セキュリティと研究インテグリティに関するG7共通の価値観と原則」（2022

年6月）を受け、日本の有識者も参加する「グローバルな研究エコシステムにおけるセキュリティとインテグリティ」（SIGRE）ワーキンググ

ループにおいて議論が進められ、「安全で開かれた研究のためのG7ベストプラクティス」が2023年5月に公表された。

• 令和6年度まで政府は研究セキュリティも含める形で「研究インテグリティ」を定義していたが、G7やOECDなど世界各国の動きと合わせ、

令和7年度からこれまでの「研究インテグリティ」概念を再整理する形で「研究セキュリティ」という用語を切り出した。

研究インテグリティから研究セキュリティへ

1. 研究インテグリティと研究セキュリティ

研究の国際化やオープン化に伴う新たなリスクに対し、
対応を進める部分

産学連携による利益相反・責務相反に対する適切な対応や、
安全保障貿易管理等の法令順守などに関する部分

不正行為（捏造、改ざん、
盗用）への対応としての部分

その他の不正行為（二重投稿、
不適切なオーサーシップ）への対応

としての部分

従来、明示的に対応を進めてきた部分

新たに求められる部分

（研究活動の透明性を確保し、
説明責任を果たすといった、
研究者や研究組織としての
「規範」）

研究インテグリティ

令和6年度まで

研究セキュリティ

国家や経済安全保障へ
の脅威からの保護に重点
を置くもの

令和7年度から
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研究インテグリティと研究セキュリティの違い

1. 研究インテグリティと研究セキュリティ

出所）奥田将洋「研究開発を守る：各国の研究セキュリティ」科学技術振興機構研究開発戦略センター（2024年）

• 研究インテグリティは研究そのものの内的健全性や倫理に重点を置き、研究者個人の規範を主眼とする

• 研究セキュリティは主に外部脅威や安全保障に関連し、研究機関や政府・資金配分機関としてのリスクマネジメントが必要となる
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• 米国では大統領覚書や法律に基づき、

省庁・資金配分機関ごとに安全保障上

のリスクを評価しており、各大学・研究機

関でも取組が進む

• 英国ではtrusted researchとして研究デー

タ管理やサイバーセキュリティに重点を置

いた取組が中心

• カナダでは、スパイ活動への関与リスクが

懸念された中国人のビザ拒否事例が国

内における研究セキュリティの議論を促進

• オーストラリアでは博士課程学生が「オー

ストラリア国内での存在が直接的・間接

的に大量破壊兵器拡散に関連しうる人

物」とみなされたビザ拒否事例があったに

もかかわらず、研究セキュリティよりも外国

干渉に焦点を当てた大学向けガイドライ

ンを設定し、批判を受けている

各国における研究セキュリティの取組

1. 研究インテグリティと研究セキュリティ

出所）奥田将洋「研究開発を守る：各国の研究セキュリティ」科学技術振興機構研究開発戦略センター（2024年）
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安全保障輸出管理と研究インテグリティの比較

1. 研究インテグリティと研究セキュリティ

安全保障輸出（貿易）管理 研究インテグリティ

1990年代〜 2020年代〜

冷戦終了後の兵器拡散・蓄積の防止に
かかる国際輸出管理レジーム

米中新冷戦による経済安全保障の
研究活動への影響

経産省 文科省・内閣府

民間企業
→大学・研究機関にも適用

大学・研究機関

外為法で規定された貨物や技術
基礎研究に近いデュアルユース技術・
情報を含む

（法制）モノと情報が対象
→非居住者等にも注意

（規範）ヒトや行動に焦点
→研究者の海外・学外活動も視野

• 組織体制の整備・運用
• 技術の提供や機器等の輸出の確認手続

• 研究者・留学生等の出入国等における確認
手続

• 研究者自身による適切な情報開示
• 大学・研究機関等のマネジメントの強化
• 公的資金配分機関による申請時の確認

年代

文脈

所掌

関係
機関

対象

特徴

取組
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安全保障輸出管理と研究インテグリティの比較（事例）

1. 研究インテグリティと研究セキュリティ

安全保障輸出（貿易）管理 研究インテグリティ

• 研究試料等の持ち出し、海外送付
（貨物の輸出）

• 学生・研究者等への技術の提供

• 留学生等の受け入れ（みなし輸出） • 海外からの研究員・留学生の受け入れ
• 海外出張

• 外国からの研究者の訪問
• 非公開の講演会・展示会

• 外国の大学や企業との共同研究の実施や
研究協力協定の締結

• 海外機関との共同研究契約

• 海外との兼業
• 海外とのクロスアポイントメント
• 海外からの寄附の申し入れ、海外ファンドへの
申請・受け入れ

• 海外機関からの栄誉称号付与

研究者の海外・
学外活動
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• 政府の定義や説明、問題の背景を踏まえて簡潔に再定義するならば「研究インテグリティ・研究セキュリティ」とは、

海外との関係において発生するリスクのトータルな管理と説明責任を果たすことである

1. 研究インテグリティと研究セキュリティ

データや情報、物質、技術の授受・共有や

人事交流など海外との関係において

発生するリスクについて、

トータルなリスク管理を行い、
組織として可能な、一貫した対応に

よって社会的な説明責任を果たすこと、

と考えられる。

出所）国立大学協会「国立大学における研究インテグリティ・研究セキュリティの現状と課題」（令和7年5月）

研究セキュリティ 研究インテグリティ
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• 研究機関における研究インテグリティ・研究セキュリティとして、特に注意すべきポイントは以下の３つ

研究インテグリティ・研究セキュリティとして、特に注意しなければならない３つのポイント

1. 研究インテグリティと研究セキュリティ

意図的・非意図的に研究者が

適切な申請や報告を行わない

場合
1

ハード（装置・機器）やソフトを

通じて海外との関係が存在し、

リスクが生じうる場合
3

人や組織の二次的なつながりに

おいて海外との関係が存在し、

リスクが生じうる場合
2



研究者が適切な申請や報告を
行わない場合

02
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• 東北大学では大学における研究活動のうち、特に国際化に関係するモデルケース（7カテゴリー、23モデルケース）で

検討（令和３年度文部科学省「研究インテグリティの確保に係る調査分析業務」委託業務成果報告書）。

東北大学で検討されたモデルケースでは、研究者の申請や報告に大きく依存

2. 研究者が適切な申請や報告を行わない場合

海外出張

海外からの研究員・留学生の受け入れ

海外とのクロスアポイントメント

海外との兼業

海外機関からの栄誉称号付与

海外機関との共同研究契約

海外からの寄附の申し入れ、海外ファンドへ
の申請・受け入れ

各研究者によって各事案に対する申請や報告などの定められた手続きが行われない場合は、報告フローは機能せず組織として

のリスクマネジメントは困難であることが、改めて明らかになった。このことは、教育・研修によって研究インテグリティに関する各研究

者の意識向上と研究者及び事務職員の負担が少ない手続きシステムを準備することの重要性を示している。

• 報告書では下記のようにモデルケース試行から得られた課題を考察している。

〇〇研究科のA教授がアメリカの学会で招待講演を行う。その帰りに〇〇大学を

訪問し、旧知のB教授の研究室へ行き、研究打ち合わせを行う。

国際共同研究を行っている海外大学（グループC）の研究者（PI）から、共同

研究をさらに進めるために若手研究者（PD）派遣したいとの打診があった。滞在

費などの経費は、すべて先方（相手先研究室）が負担し、研究員として受け入

れる予定である。

海外の学術出版社から学術雑誌の編集委員への就任の依頼があった。報酬は

無く、同出版社が発行する学術雑誌の出版経費の割引が受けられる特典がある。

海外大学から本学を退職後に、リサーチプロフェッサーとして招聘して雇用したいと

の申し出があった。本学の研究室はクローズして、海外大学では、新たに研究室を

設けて研究指導を行う。
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研究インテグリティに関するヒヤリ・ハット

2. 研究者が適切な申請や報告を行わない場合

• 1 つの重大事故の陰には 29 の軽微な事故と300の事

故には至らないヒヤリとした・ハットしたできごとがある

（ハインリッヒの法則）

• 様々な組織で事故防止のために、ヒヤリ・ハットの段階

で情報を共有し、対策が講じられている

• 研究不正においても同様で、研究不正に至ることなく

踏みとどまれた好事例において、どのような状況におい

て、どのような思考・会話・助言があり、思いとどまること

ができたのかを知ることは、研究公正のために非常に

有用

出所）日本医療研究開発機構「研究公正に関するヒヤリ・ハット集」（2020）より転載

• AMED「研究公正に関するヒヤリ・ハット集」

生命科学分野、医療分野等における、ヒヤリ・ハット事例を紹介（実例に基づく）

https://www.amed.go.jp/kenkyu_kousei/kiyouzai_hiyarihatto.html

▍研究公正に関するヒヤリ・ハット

https://www.amed.go.jp/kenkyu_kousei/kiyouzai_hiyarihatto.html
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研究インテグリティに関するヒヤリ・ハット

2. 研究者が適切な申請や報告を行わない場合

▍研究インテグリティに関するヒヤリ・ハット

• 「研究インテグリティヒヤリハット事例集（研

究インテグリティ確保の観点を中心とした

大学等における研究活動のリスク事例

集）」（令和6年度文部科学省委託事

業、東京大学受託）によれば、研究者向

けに5つの事例が紹介されている。

• このうち、研究者が適切な申請や報告を

行わない場合として①共同研究の受入、

②研究者の海外渡航を、人や組織の二

次的なつながりにおいてリスクが生じうる場

合として⑤意図せぬ共著を紹介する。

出所）「研究インテグリティヒヤリハット事例集（研究インテグリティ確保の観点を中心とした大学等における研究活動のリスク事例集）」（令和7年3月）
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懸念機関との外国政府研究プロジェクトへの共同申請

✓応募にあたり、学内で必要な手続きを確認する

✓プロジェクトの趣旨・目的・成果等の取り扱い・研究内容・

参加メンバー等に関する詳細な内容を把握する

✓ γ科学技術研究所及び主幹研究員Tに関するプロフィールなど

の情報を可能な範囲で確認し、安全保障貿易管理制度担

当部署に相談する

事例①：共同研究の受入

2. 研究者が適切な申請や報告を行わない場合

出所）「研究インテグリティヒヤリハット事例集（研究インテグリティ確保の観点を中心とした大学等における研究活動のリスク事例集）」（令和7年3月）
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事例②：研究者の海外渡航

2. 研究者が適切な申請や報告を行わない場合

出所）「研究インテグリティヒヤリハット事例集（研究インテグリティ確保の観点を中心とした大学等における研究活動のリスク事例集）」（令和7年3月）

教え子との研究交流や海外渡航時の注意、報道による

レピュテーションリスク

✓海外渡航の趣旨・目的・日程・活動・対応者等に関する詳細

な内容を把握する

✓ β大学及び教員（留学生X）に関するプロフィールなどの情報

を可能な範囲で確認し、渡航の詳細内容と併せて、安全保

障貿易管理制度における該非判定等の確認または担当部

署への相談を行う

✓海外渡航にあたって、学内関係制度に基づく所要の手続きを

行う

✓帰国後、出張報告を所属組織へ提出する

✓ β大学または留学生XからHP掲載の連絡を受けた場合は、事

務部門または本部相談窓口へ報告・相談する



人や組織の二次的なつながりにおいて
リスクが生じうる場合

03
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事例③：意図せぬ共著

3.人や組織の二次的なつながりにおいてリスクが生じうる場合

出所）「研究インテグリティヒヤリハット事例集（研究インテグリティ確保の観点を中心とした大学等における研究活動のリスク事例集）」（令和7年3月）

✓教授Aと教授Xが行う共同研究の趣旨・目的・研究内容・

参加メンバー等に関する詳細な内容を把握する

✓ γ大学及び教授X、β研究機関及び研究者Zに関するプロ

フィールなどの情報を可能な範囲で確認し、共同研究内容と

併せ、安全保障貿易管理制度における該非判定等の確認

または担当部署への相談を行う

✓共同研究の実施及び共著論文発表にあたって、学内関係制

度に基づく所要の手続きを行う

✓共著論文作成及び発表のプロセスにおいて、論文関係者の

全員を確認し、当該関係者に安全保障貿易管理制度また

はコンプライアンス上のリスクが懸念される場合は、担当部署に

相談する

✓必要に応じ、安全保障貿易管理制度における該非判定等の

確認または相談等を行う



ハードやソフトを通じて
リスクが生じうる場合
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研究や技術開発において使用する機械・機材のIoT化がリスクを高める

4. ハードやソフトを通じてリスクが生じうる場合

出所） https://usfl.com/news/137707 出所） https://xenospectrum.com/hidden-commands-found-in-chinese-esp32-chip-
used-worldwide/
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本学における研究インテグリティポリシー
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研究インテグリティの確保のための確認フロー

5. 本学における研究インテグリティポリシー

令和3年4月27日の政府の統合イノベーション
戦略推進会議において「研究活動の国際化、
オープン化に伴う新たなリスクに対する研究イン
テグリティの確保に係る対応方針について」が決
定された。

本学ではこの決定を受け、研究の国際化や
オープン化に伴う新たなリスクに対して新たに確
保が求められる研究インテグリティの確保のため
の「大阪医科薬科大学 研究インテグリティの
確保に関する規程」を制定（令和5年8月16
日施行）、確認フロー体制を整え、リスク回避
に努めている。

出所）研究インテグリティ・マネジメントについて | 大阪医科薬科大学

https://www.ompu.ac.jp/research/omc/collaboration/dr46sf000000bhkp.html
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研究インテグリティ・マネジメント委員会：審議事項（第７条２）

1. 研究インテグリティ・マネジメントに係る規程等の制定及び改廃の審議に関する事項

2. 研究インテグリティの確保に係る望ましくない事態の発生の防止に関する事項

3. 研究インテグリティの確保に係る望ましくない事態の把握及び解決に関する事項

4. 研究インテグリティの確保に係る研究者等への要請等に関する事項

5. 研究インテグリティ・マネジメントのための調査に関する事項

6. 研究インテグリティの確保に係る教育研修に関する事項

7. その他研究インテグリティの確保の推進において必要な事項

報告（第１１条）

• 審議結果は原則公開とするが、事案によっては委員長の判断により非公開とする。

相談窓口（第１５条）

• 研究インテグリティの確保に関する相談等に対応するため、本学に相談窓口を置く。相談窓口に担当者を置き、学外からは総務部総

務課、研究者等からは研究推進課の職員をもって充てる。相談窓口の職員は、相談又は報告を受け付けた場合は、必要に応じて、

委員長に報告する。

研究インテグリティの確保に関する規程

5. 本学における研究インテグリティポリシー
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科研費の応募にかかる手続き
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科研費電子申請システムにおける研究インテグリティの確保について

6. 科研費の応募にかかる手続き

https://www.ompu.ac.jp/research/omc/kakenhi/reiwa7/dr46sf0000006nxu-att/Research_Integrity.pdf
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科研費電子申請システムにおける研究インテグリティの確保について

6. 科研費の応募にかかる手続き

https://www.ompu.ac.jp/research/omc/kakenhi/reiwa7/dr46sf0000006nxu-att/Research_Integrity.pdf
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